
第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

98 100

100 100

一般会計

基本目標 ４　健全で持続可能な行政経営をめざすまち 政策 １ 町民のための行政経営のまちづくり 施策 (２) 簡素で合理的な行政運営の強化

令和３年度 事業区分 －

総務事務
根拠法令

予算科目
会計

一般管理費
行政計画

事業名

10210106  所管課 総務部  総務課 事業年度

地方公務員法、地方自治法

人材育成計画

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○職員の意識向上及びスキルアップを図るため、内部研修とともに、スペシャリ
スト育成による行政サービスの質の向上を図るため、外部研修を活用した取組み
を進めた。
〇優秀かつ多様な人材確保のため、職員採用試験を年2回実施した。

〇一人ひとりの能力や可能性を十分に引き出せるような研修への参加を積極的
に働きかけ、人材育成につなげる。また、職員のスキルアップや意識向上につな
がる内部研修を継続的に実施する。
〇人材育成の観点も踏まえ、人事評価が適切に活用されるよう人事評価制度
の見直しを行う必要がある。また、法令等に基づいて職員の労務管理を適正に
実施するとともに、職員のワークライフバランスの確保を図り、働きやすい環境づく
りを行う。

○公正で堅実な行政事務の遂行のために、法令等に基づいて職員の労務管理
を適正に実施するとともに、働きやすい環境づくりを行う。
○行政水準や住民サービスの質の向上のために、効果的な職員研修を実施し、
人材育成及び組織力の向上を図る。

実施(Do)

○人事関係業務
○職員研修の実施

○適正な職員の採用と職員のスキルアップにより、行政サービスの質向上が図ら
れる。

○公正で質の高い行政事務が遂行できる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
健康診断受診率 目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： ％ 達成率 単位：

ストレスチェック高ストレス判定者
率

目標値

実績値 実績値

10 10

14 12

単位：

％ 達成率

実績値➤
目標値

達成率単位： ％ 達成率

実績値

研修受講率 目標値

60 67

65 70

歳入
（特定財源）

1,629 3,380

実施(Do)

〇勤怠管理に係るシステムを導入し、業務の効率化を図るとともに適切な時間
外勤務の把握を行った。
〇職員採用試験を2回実施し、多様な人材を確保した。雇用管理において
も、職員の適正配置や人材育成を勘案した組織管理を実施した。
〇福岡県市町村職員研修所等への研修派遣について専門研修を中心に、積
極的に周知し、職員自身が希望する研修へ派遣し、スキルアップを図った。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 41,419 38,392

改善方法
〇組織力強化のため、不均衡とならないための人事評価制度の再構築に向けた
調査・検討を行う必要がある。
〇定年延長制度の制度設計を行うとともに組織体制や定員管理を見直し、職員
配置や人材育成を考慮した中長期的な採用を含めた管理計画を立てる必要が
ある。

〇不均衡とならず、かつ事務的負担とならないよう、人事評価システムの導入の
可否を含めた人事評価制度の検討を進める。
〇定年延長制度に伴う役職定年者や再任用職員の配置や役割を定め、採用
計画と合わせて定員管理計画を作成する。

〇粕屋町職員の労務に関する総合的な管理を行い、働きやすい環境づくりを行
う。また、これからの行政水準や住民サービスの質を高めるために、効果的な職
員研修を実施し、人材育成及び組織力の強化を図る。

〇人事関係業務や給与・手当の支給業務を行う。
〇議会の招集及び議案作成等の議会関係業務や褒章・表彰関係業務を行う。
〇福岡県市町村職員研修所、市町村アカデミー、市町村国際文化研修所への
研修派遣
〇職員の研修ニーズ及び必要なスキルを把握し、スキルアップを図るための町
独自研修の実施

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

単位：

達成率

実績値

0.0% 単位：

目標値

実績値 6 5 実績値

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
区長会開催回数 目標値 6 6

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 回/年 達成率 83.3%

○定例区長会の開催
○区長との相互連絡事務
○行政区・組合への行政情報の連絡
○行政区・組合の加入の促進

○町と区長又区長同士の行政情報が共有される。
○各世帯へ町の情報の周知される。
○行政区・組合への加入意識が高まる。

○自治区活動を通じた参加・交流が拡大する。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○身近な地域活動への支援として、定例区長会議（隔月開催）及び各種文書連
絡（配送月２回、FAX随時）により、地域と行政の連絡調整を行った。また、転入
者に対して転入届時に自治会加入に関するチラシを配布した。
○区長間の連携及び教養を深めてもらうため、研修会（管外研修）を実施（隔年
実施）した。
○組合の回覧を活用し、月１回程度行政情報の回覧をお願いした。

○町民意識調査では、地域行事の参加状況は、「まったく参加していない」方が
38.8％と最も高く、町民が地域活動に参加する仕組みづくりが求められている。
○若い世代や集合住宅等の世帯を中心に地域活動の参加率が低下するなど、
地域コミュニティの希薄化が進んでおり、幅広い町民が関心を持ち、参加できる
地域活動の活性化が求められる。
○地域活動に関する町民との情報共有が不足しており、各種配布物やSNS を
有効活用した、地域活動に関する幅広い情報発信が求められる。

〇自治会への不参加、脱退に関する質問について、適宜地域のつながりの重要
性等について説明する。役場からの文書等の全戸配布は業者委託とするため、
配布もれ、苦情、意見その他の問い合わせに早急に対応する体制を構築し、町
内全域への情報配信を確実に実施する。

実施(Do)

一般会計

基本目標 １　つながりと交流を深め、心豊かな人を育む協働のまち 政策 １ 地域のつながりを大切にしたまちづくり 施策 (１) 誰もが参加・交流できる地域活動の支援

令和３年度 事業区分 －

区長会・組合長関係事務
根拠法令 なし

予算科目
会計

一般管理費
行政計画

事業名

10211403  所管課 総務部  総務課 事業年度

なし

歳入
（特定財源）

1,240 1,260

実施(Do)

〇年６回を予定している行政区長会は、６月予定分が新形コロナウイルス感染拡
大防止のため文書配布によるものとしたが、そのほかの５回は町側の参加者を制
限するなどにより開催した。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 39,978 39,122

改善方法
〇定例区長会を開催し、町からの情報発信の場所とする。独自区長会の開催に
より、町執行部と区長との協議の場とし、また区長同士の情報交換の場所とす
る。
〇全戸配布文書を業者委託とし、あわせて回覧依頼文書を削減することで、組
合長の業務を削減し、自治会業務に取り組みやすい環境を整備する。

〇定例区長会の開催について、６月について新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、文書配布のみとし、開催を取りやめた。
〇委託による広報かすや等の全戸配布については、一部配布が漏れているなど
の連絡を受けたが、随時事業者に連絡し、配達状況の改善に努めた。

〇自治行政区を支援するとともに、行政と行政区の情報共有を密にし連携強化
を図りながら、地域づくりの発展に寄与する。

〇定例区長会の開催
〇区長との相互連絡事務
〇行政区・組合への行政情報の連絡

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 1 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

実績値 10 12

業務打合せ会議 目標値 12 12

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
※令和２年度より開始

基本目標 ４　健全で持続可能な行政経営をめざすまち 政策 １ 町民のための行政経営のまちづくり 施策 (２) 簡素で合理的な行政運営の強化

実施(Do)

事業名

計画(Plan) 計画(Plan)

令和３年度 事業区分 －

行政サービス包括業務委託事業
根拠法令

○町で遂行している行政サービスを包括的に委託することで事務の簡素化、雇
用手続等の削減を図る。
○民間活力導入に伴う接遇の向上、研修の充実により住民サービスの向上を図
る。
○経験者の継続雇用や地域雇用の確保により、地域の雇用の安定を図り、人材
の有効活用ができる。

○町で遂行している行政サービスを包括的に委託することで、事務の効率化及
び経費節減を図るとともに、民間活力の導入により住民サービスの向上を図る。
○町と委託業者が連携を図り、適切に業務委託が履行されるように、定期的に
業務打ち合わせ会議を実施する。

予算科目
会計

一般管理費
行政計画

60210112  所管課 総務部  総務課 事業年度

なし

なし 一般会計

○行政サービスの一部を包括的に業務委託 ○行政サービスの効率化やサービスの質向上が図られる。 ○住民満足度の高い行政サービスができる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 回/年 達成率 100.0% 0.0% 単位：

目標値

実績値

単位：

達成率

実績値➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

歳入
（特定財源）

33,001 34,910

実施(Do)

〇毎月の定期打ち合わせ（年１２回）を実施。
〇保育士等処遇改善臨時特例交付金に係る学童保育従事者の処遇改善打ち
合わせ（１２月～３月）

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 113,994 117,781

〇新型コロナウイルス感染症拡大に伴う業務の調整
〇委託業務の確実な遂行と実績の確認

〇粕屋町と委託業者との定期的な報告会議の実施
〇定期報告以外に年間１０回程度の臨時会議
〇業務委託する各課担当との打合せ

〇粕屋町で遂行している行政サービスを包括的に委託し、横断的に業務を遂行
することで効率化及び経費節減を図るとともに、住民ニーズに的確に対応した質
の高い公共サービスを提供するため。

〇粕屋町（各担当課・総務課）と受託業者（総括責任者・業務責任者）が連携を
図る。

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題 改善方法



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 1 5

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

単位： 達成率 単位：

目標値

実績値

目標値

➤
達成率

70.3% 0.0% 単位： 円/年

実績値

達成率 0.0%

R7年度（最終）
一般利用台数 目標値 190,000 190,000

➤
駐車場使用料 目標値 21,600,000 21,600,000

実績値 170,606 133,629 実績値 20,957,600 13,825,380

単位： 台/年 達成率

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム） 年度 R1年度 R3年度

64.0%

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）
○粕屋町公共施設等総合管理計画の適正な進捗管理。
○町有財産（土地等）の現状把握や財産台帳整備。
○入札事務の法令に添うための改善や公平・公正な入札の執行。

○庁舎等の財源を含めた計画的な長寿命化対策が実現できる。
○町有財産の適正管理や有効活用による財源が確保される。
○法令に添った公平・公正な入札が執行される。

○適正な町有財産の管理・活用により、町の財政基盤が強化される。

実施結果 課題 改善方法
〇庁舎び空調設備が経年劣化による故障が多く、修理費に多額なコストがか
かっているため、10年リースによる機器の更新計画を立案し、予算計上を行っ
た。それにより機器更新に伴う費用の平準化の見通しがたった。
〇長者原駅西駐車場について、機器の更新をするべく、機器更新業者調達の
計画を立て、予算計上を行った。

〇庁舎の空調設備の更新の見通しは立ったが、建物自体や空調設備以外も老
朽化しており、対策が求められる。
〇長者原駅西駐車場の機器更新にあたっては、ただ機器の更新をするだけでは
なく、利用者の利便性の向上を図り、利用者数を増やしていかなければならな
い。

〇粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、庁舎の具体的な改修計画の検
討、策定を行う。
〇長者原駅西駐車場に機器更新にあたり、民間業者のノウハウを取り入れるべ
く、公募型プロポーザル方式の業者調達を行う。

実施(Do) 評価(Check) 改善(Action)

〇財政負担の軽減化を実現するため、粕屋町公共施設等個別施設計画を基
に、施設長寿命化に伴う必要経費の平準化を図る。
〇利用料収入による安定的な自主財源の確保及びパークアンドライドの実現に
より町内外幹線道路の渋滞緩和への寄与を図る。

〇コロナ禍による工事の先送りなど様々な要因により、粕屋町公共施設等個別
施設計画の実施が困難なことが想定されるため、適宜必要経費の平準化を再
検討し、必要があれば計画の見直しを行う。
〇駐車場の維持管理計画を策定し、区画線の補修や舗装等の更新工事による
利用者の利便性向上と事故及びトラブルの防止を図る。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 83,751 103,846

歳入
（特定財源）

7,134 12,989

計画(Plan) 計画(Plan) 実施(Do)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○公共施設等の町の保有資産の適正管理を図るため、令和元年度に粕屋町公
共施設等個別施設計画を策定し、一定の方向づけを行った。
〇駐車場利用料収入による安定した財源の確保に寄与した。

○粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、施設整備の優先度が高い施設
の長寿命化等を図っていく必要がある。
〇厳しい財政運営の中、安定した財源の確保が喫緊の課題であると共に、パー
クアンドライドによる町内外幹線道路の渋滞緩和を図ることが必要である。

○粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、施設整備の優先度が高い施設
の長寿命化等が図られるよう適正な計画の進捗管理を行っていく。
〇駐車場の維持管理計画を策定し、区画線の補修や舗装等の更新工事による
利用者の利便性向上と事故及びトラブルの防止を図る。

一般会計

基本目標 ４　健全で持続可能な行政経営をめざすまち 政策 ２ 健全な財政運営のまちづくり 施策 (１) 持続可能な財政基盤の強化

令和３年度 事業区分 －

町有財産管理事務
根拠法令 地方自治法（昭和22年法律第67号）

予算科目
会計

財産管理費
行政計画

事業名

10210501  所管課 総務部  総務課 事業年度

粕屋町公共施設等個別施設計画



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 1 11

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

10 0

10 10

一般会計

改善方法

○粕屋町平和週間における啓発活動の実施 ○町民が核兵器廃絶と恒久平和の大切さを感じる機会を持つことができる。 ○町民の平和への意識の高揚が図られる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

年度 R1年度 R3年度

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち

事業名

10211101  所管課 総務部  総務課 事業年度

なし

なし

計画(Plan) 計画(Plan)

政策 ５ 誰もが心豊かに暮らせるまちづくり 施策 (１) 人権と平和を尊重し合う地域社会の確立

令和３年度 事業区分 －

粕屋町平和事業
根拠法令

予算科目
会計

平和行事費
行政計画

実施(Do)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
○平和理念の普及のため、町民に広く平和週間の周知を図り、平和について考
える機会を提供するため、原爆パネル展や啓発看板、広報誌での特集等を行っ
た。

○戦争体験者の高齢化が進む中で、戦争の記憶を風化させずに、平和の尊さを
次世代に継承する施策の強化が必要となっている。

○戦争体験者の高齢化が進む中で、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に継
承し、平和について考える機会を提供するため、粕屋町平和週間における啓発
活動を継続していく。

R7年度（最終）
平和祈念式典参加人数 目標値

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 人 達成率 0.0% 0.0% 単位：

目標値

実績値 実績値

単位：

達成率

実績値➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

0 0

実施(Do)

○粕屋町平和週間（8/4～8/10）における啓発リーフレット全戸配布、啓発物資
配布、啓発看板及び懸垂幕の設置を実施
○原爆パネル展の実施、図書館特設コーナーの設置を実施

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 347 328

○新型コロナウイルス感染症の影響で、平和祈念式典が縮小実施となり、一般
参列ができなかったため、参加人数は０となった。
○平和週間の啓発物資の配布、看板及び懸垂幕の設置、原爆パネル展を通じ
て、戦争の記憶を風化させないよう、平和の尊さを継続的に呼びかけを行う。

○平和祈念式典の参列に際し、被爆者の方々との積極的な交流を促す。
○町民に広く平和週間の周知を図り、平和について考える機会をもたせるため、
懸垂幕、啓発看板等の利用、及び平和週間リーフレットや原爆パネル展の内容
を検討する。

〇平和事業の推進　「核兵器廃絶と恒久平和宣言」の町づくり 〇長崎原爆犠牲者平和祈念式典　親子参加事業の実施（小学5年生の親子）
〇粕屋町平和週間（8/4～8/10）における啓発リーフレット全戸配布、啓発物資
配布、啓発看板及び懸垂幕の設置
〇原爆パネル展の実施、図書館特設コーナーの設置
〇平和行進の支援

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

歳入
（特定財源）



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 1 14

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

一般会計

基本目標 ４　健全で持続可能な行政経営をめざすまち 政策 １ 町民のための行政経営のまちづくり 施策 (２) 簡素で合理的な行政運営の強化

令和３年度 事業区分 －

法制管理事務
根拠法令 なし

予算科目
会計

法制管理費
行政計画

事業名

10211601  所管課 総務部  総務課 事業年度

なし

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇情報公開請求及び個人情報開示請求について、随時受付を行い、情報を管
理する部署と連携しながら、情報公開及び個人情報保護制度の適正な運用に
努めた。
○条例、規則等の制定及び改廃について、法制支援システムを活用した制定
文、改正文及び新旧対照表を作成し、職員で構成する法令審査委員会の審査
により適正な運用を諮っている。

〇情報公開制度について適正な運用を行うとともに、町が保有する情報をオー
プンデータ化して公開する取組を進め、さらなる透明性・信頼性の向上を図る必
要がある。（法制管理事務、情報システム管理事務）
○法制支援システムの確認機能等を活用し、例規の整備に努める。また、法令
審査委員会の委員について知識の共有に努める。

〇法制執務事務の見直しをすすめ、事務の簡素化に務める。
〇法制の審査にかかる事務量を削減するため、審議を依頼する各職員の法制
執務に関する知識の共有を図る。
〇町が保有する情報の台帳の整理を行い、情報公開請求及び個人情報開示
請求に対して適正な運用に努める。

実施(Do)

○例規の制定・改正についての審査
○既存の例規の適正な運用
○情報公開条例や個人情報保護条例の開示請求窓口

○適正な例規が整備できる。
○適正な情報公開と個人情報保護の運用ができる。

○例規の制定や改正、情報公開が適正に行われる環境が整う。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
例規制定改正件数 目標値 170 170

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 件/年 達成率 84.7% 0.0% 単位：

目標値

実績値 176 144 実績値

単位：

達成率

実績値➤
目標値

達成率単位： 回/年 達成率 100.0% 0.0%

実績値 4 4

法令審査会開催回数 目標値 4 4

歳入
（特定財源）

0 0

実施(Do)

○例規改正における各所管からの質問等への対応を行った。
○法令審査委員会の開催時間の縮減のため、伺い文書において、文章の誤り
等について適宜訂正を行い、また、簡易な改正について総務課職員による審査
を実施した。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 2,067 2,061

改善方法
○法令審査委員会時の資料をデータ配布することで、資料の印刷に要する時間
及びその経費の削減を行った。
○法令支援システムの入力について、各課からの問合せが多く、また、簡易な入
力ミスも多い。
○開示決定等に関する審査請求は、本年度は０件であった。

○システムの入力方法の周知を行うため、法令審査委員会のお知らせの際に入
力方法の注意事項などを記載した文書を合わせて送信しているが、その内容を
適宜変更し、改善に努める。

〇例規の制定や改正を適正に行う。
〇情報公開条例や個人情報保護条例の適正な運用を行う。

〇法令審査会の開催
〇法令審査委員の募集
〇例規整備支援システム操作支援
〇情報公開条例及び個人情報保護条例の開示請求に対しての窓口業務及び
各課との調整

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 1 16

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

単位： 達成率 単位：

目標値

実績値

目標値

➤
達成率

100.0% 0.0% 単位：

実績値

達成率

R7年度（最終）
子供広場の維持 目標値 6 6

➤
目標値

実績値 6 6 実績値

単位： か所 達成率

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム） 年度 R1年度 R3年度

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）
○子供広場用地の借上げ。
○子供広場の維持管理に対する支援

○地域の子どもたちの遊び場が確保される。
○公園の維持管理に対する行政区等の地域活動が拡大する。

○子どもが身近な場所で安全に遊べることで健全育成が促進される。

実施結果 課題 改善方法
〇子供広場の維持管理のため、地元行政区へ修理代の補助を行っているが、
実際には申請はなかった。また利用に当たって利用者に知らせるべきことがあっ
た場合は、地元と情報共有をおこない、周知を行った。

○子供広場の運営にあたり、近隣住民の理解が求められる。 ○地元区長等と連携し、近隣住民に理解を得ながら、安全・安心に子どもたちが
利用できるよう努める。

実施(Do) 評価(Check) 改善(Action)

〇福岡市のベッドタウンとして着実に都市化が進む中で、地域の子どもたちの安
全、かつ身近な遊び場の確保が必要となっている。そのため、６か所ある子供広
場を可能な限り存続していくことが望ましい。

〇子供広場の存続に向け、様々な方策の検討を行っていく必要がある。 年度 R2決算額 R3決算額

歳出 5,091 5,546

歳入
（特定財源）

0 0

計画(Plan) 計画(Plan) 実施(Do)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇子供広場として継続的に利用できるよう地権者の方と交渉し、賃借料の見直
しを行った。

〇地権者から土地の価値に応じた賃貸借料の改定の要望や地権者の様々な事
情により用地の返還等が要望される可能性がある。

〇賃貸借料の見直しに対する要望や用地の持続的な確保のための協議や交渉
が必要。

一般会計

基本目標 ３　誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 政策 ２ 子育て世代が明るく暮らせるまちづくり 施策 (１) 安心して子育てできる環境づくりの推進

令和３年度 事業区分 －

子供広場管理整備事業
根拠法令 子供広場設置要綱 (平成4年内規)

予算科目
会計

運動公園費
行政計画

事業名

10211408  所管課 総務部  総務課 事業年度

なし



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 4 1

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

一般会計

基本目標 ４　健全で持続可能な行政経営をめざすまち 政策 １ 町民のための行政経営のまちづくり 施策 (２) 簡素で合理的な行政運営の強化

令和３年度 事業区分 －

選挙管理委員会事務
根拠法令 公職選挙法

予算科目
会計

選挙管理委員会費
行政計画

事業名

10240101  所管課 総務部  総務課 事業年度

なし

計画(Plan) 計画(Plan)

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇年４回の選挙人名簿の登録及び抹消を行い、選挙管理委員会を開催しその
内容を議決する。公職選挙法改正等の情報提供を行う。

〇選挙人名簿の適正な管理、公職選挙法改正等に対応するなどの準備をすす
める。
〇共通投票制度、電子投票の導入など新たな課題について、粕屋町における選
挙制度全般について調査研究を行う。

〇公職選挙法等の改正情報を伝え、選挙執行に備える。糟屋地区その他の選
挙管理委員会の先進事例を研究し、事務等の改善に活かす。

実施(Do)

○選挙管理委員会の開催
○選挙人名簿の作成
○公職選挙法改正等の情報提供

○公明かつ公正な選挙が推進できる。 ○公明かつ公正な選挙が推進できる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
選挙管理委員会の開催 目標値 4 4

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 回/年 達成率 150.0% 0.0% 単位：

目標値

実績値 4 6 実績値

単位：

達成率

実績値➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

歳入
（特定財源）

3 4

実施(Do)

○選挙管理委員会を６回開催し、選挙人名簿の登録、選挙執行に関するものそ
の他議案について審議を行った。
○町長選挙における記号式投票をやめるため、「記号式投票に関する条例」及
び「記号式投票に関する規程」を廃止することとした。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 401 408

改善方法
○選挙人名簿の定時登録、選挙執行のため、選挙管理委員会を開催し、必要
な議案について議決を得た。

○選挙の執行及び啓発についての情報収集のため、糟屋地区選挙啓発推進協
議会など他の市町村の状況を把握し、適正な執行を進める。

〇選挙管理委員会の運営 〇選挙管理委員会の開催（定時年4回）
〇選挙人名簿の作成
〇公職選挙法改正等の情報提供

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題



第5次粕屋町総合計画　後期基本計画　事務事業シート ver.3.0

款 項 目

2 4 2

１．事務事業の取組方向

➤ ➤

２．実施計画（PDCAサイクル）

➤ ➤

➤ ➤

３．事業フロー（ロジックモデル）

➤ ➤

10240401

一般会計

基本目標 ４　健全で持続可能な行政経営をめざすまち 政策 １ 町民のための行政経営のまちづくり 施策 (２) 簡素で合理的な行政運営の強化

令和３年度 事業区分 －

選挙啓発事務/選挙執行事務
根拠法令 公職選挙法、公職選挙法施行規則

予算科目
会計

選挙常時啓発費
行政計画

事業名

10240201 102262 所管課 総務部  総務課 事業年度

事業目的 実施方法 事業費（千円）

前期基本計画の主な取組と成果 後期基本計画のまちづくりの課題と展望 後期基本計画中における事務事業の取組方向
〇各選挙にあたり、適正な選挙事務の執行に努めた。
平成28年7月10日参議院議員通常選挙、平成29年4月16日町議会議員一般
選挙、平成29年10月22日衆議院議員総選挙、平成30年9月9日町長選挙、
平成31年4月7日県知事選挙及び県議会議員一般選挙、令和元年7月21日
参議院議員通常選挙。
〇期日前投票所を町内のショッピングモールに開設し、有権者への啓発と利便
性の向上に努めた。

〇小中学生を対象とする明るい選挙ポスターコンクールへの参加者は、増加傾
向にある。
〇令和３年４月には町議会議員、令和４年９月には町長の任期満了を迎えるた
め、適正な選挙執行が必要となる。
〇投票率は県内でも下位にある。有権者の政治への参加と選挙の意義について
の啓発活動が重要である。

〇執行予定の選挙について、適正な事務を執行する。
〇公職選挙法等の改正にあわせ、糟屋地区、先進地の選挙管理委員会の情
報を収集、発信する。
〇明るい選挙ポスターコンクールを推進し、より多くの児童・生徒の出品につなげ
る。

実施(Do)

○町議会議員選挙の執行するための事務
（選挙啓発、立候補届出事前審査、立候補届出受付、投票所入場整理券送
付、選挙広報作成及び送付、期日前投票、不在者投票、投票事務、開票事
務、当選証書授与）

○公正な選挙事務を行うことができる。 ○公明かつ公正な選挙が推進できる。

①結果のアウトプット（どのような活動を行うのか） ②効果のアウトプット（活動の結果どうなるのか） ③アウトカム（町としてどうなるのか）

年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終）
ポスターコンクール出品数 目標値 1,500 1,500

➤

活動指標（アウトプット） 年度 R1年度 R3年度 R7年度（最終） 成果指標（アウトカム）

単位： 点 達成率 58.8%

目標値

実績値 1,340 882 実績値

0.0%

単位：

達成率

実績値

単位：

➤
目標値

達成率単位： 達成率

実績値

目標値

歳入
（特定財源）

3,840 21,783

10240502

実施(Do)

○令和３年４月１１日に県知事選挙（投票率40.66％）及び町議会議員一般選
挙（投票率40.76％）を、令和３年１０月３１日に衆議院議員総選挙及び最高裁
判所裁判官国民審査（小選挙区投票率49.54％）を執行した。新形コロナウイル
ス感染拡大防止のため、従事者へのマスク着用、手指用消毒液の配置など感
染対策を行った。

年度 R2決算額 R3決算額

歳出 4,890 29,612

改善方法
○令和３年度執行の選挙の投票率は、各々の前回選挙より向上した。町議会議
員選挙は執行ごとに投票率が下がる傾向にあったが、県知事選挙と同日とした
効果もあり、わずかであるが上昇した。
○ポスターコンクールについては、コロナによる休校で事前の授業が実施できな
いため応募が減少した。

○ポスターコンクールは糟屋地区で継続して取り組んでいる事業のため、今後も
小学校及び中学校に協力を早めに依頼していく。
○選挙執行についてはイオンモールでの期日前投票実施など有権者が投票に
生きやすい環境整備に努める。

〇町民の選挙への関心を高めるとともに､投票率の向上を図る｡
〇４月執行の町議会議員一般選挙を適正に執行する。
〇１０月に任期満了を迎える衆議院議員総選挙については、解散総選挙を含め
て、準備を行い、適正な執行を進める。

〇選挙啓発、立候補予定者説明会、事前審査（候補者届出書類、ポスターな
ど）、立候補受付、入場整理券送付、選挙公報送付、期日前投票、投開票事
務、選挙啓発物資の配布による街頭啓発、懸垂幕の設置、啓発ポスターの作
成及び掲出、ホームページ・広報かすやへの記事掲載など

評価(Check) 改善(Action)

実施結果 課題

なし

計画(Plan) 計画(Plan)


